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　　第Ⅱ章　社会的および社会政策的展開の推進力

　社会政策のテキスト１冊の枠内で，社会的な発展そして社会政策の展開

をおしすすめてきた数多くの勢力を描き出すことは十分にできることでは

なかろう。それぞれの推進力が持っていた重みを，精確にかつ確たるもの

として評価することはできることではない。けれども，どのような勢力が

ドイツの社会政策に契機を与え，影響を及ぼし，発展させてきたのかとい

う点，さらにはどのような構想，理念，目標が役割を果たしたのかという
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略図表1　19世紀社会政策の展開を推進した諸力

点，それらの点の概略については，以下の叙述で描き出すことができるで

あろう。

　ここではこれらの推進諸力を人物と社会運動とに分けることにするが，

このことは，人物-たとえばコルピング，シュルツェーデーリチュマ

ルクスーと社会運動との間にあった密接な関連を無視するものではない。

　略図表１で示されているのは，以下でとりあげる推進諸力の大まかな見

取り図である。

　　　第１節　社会改良主義者と社会革命主義者

　社会改良主義者とは，既存の社会秩序の部分的修正によって社会的変化

をもたらそうとする人々であり，それに対して社会革命主義者とは，既存

の秩序を社会的問題を解決するにはふさわしからざるものとみなし，した

がってそれを根本から変革しようとする人々，としておくことにしたい。
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１　社会改良主義者

　社会改良主義者は，企業経営者，教会の代表者，大学人，官吏・官僚お

よび議員，というグループに分類される。

ａ)企業経営者

　19世紀前半，企業経営者は貴族，手工業[者]，農業[者]，官吏・官

僚，市民と対峙しつつ社会的認知を手にすべく苦闘せねばならなかった。

彼らは代々伝わるものもなく，その出自からすれば卸売業者(つまり家内

工業に生産を委託する事業者)か，わずかばかりの元手を持った小親方で

あって，個人的には自分にも他人にも多くを望むこともなく慮ることもな

くといった調子で，自分が使っている労働者のほとんどに対しては，賃金

支払いの義務以外の義務については何も認めていなかった(Jantke 1955,

S.2D。厳しい競争，資本不足，流動性資産の不足，売れ行き難，などが

社会的地位の向上にとって障害となっていた。農業労働者や日雇い労働者

に比して工場労働者が比較的良好な状態にあった点からすれば，多くの企

業経営者は社会政策を余計なものとみなしていた(Herkner 1922, Bd. 1, S.

443)。にもかかわらず，ドイツ社会史に登場する少なからぬ人々は，工業

化が始まるやすぐに，経営内部でそして経営を超えて社会的諸問題に取り

組み，さまざまな提案をし，社会政策的な諸プログラムを実践してきた

(Puppke 1966, Koln, 82ff.)。｢雇い主もその実現に関与していなかったな

らば,社会改良は…ほとんど見いだされないであろう｣(Herkner 1922, Bd.

1,S. 454)。

　企業経営者のうちで社会政策の実践を十分に認識していたことを伝える

のは，エルンスト・アッベ1)，ローベルト・ボッシュ2)，ハインリヒ・フ

レーゼ3)，ヴィルヘルム・フォン・フンケ4)，フランツ・八二エル5)，フリ

ードリヒ・ハルコルト6)，(コルネーリウス・］ハイル7)，アルフレート・

クルップ8)，ヴィルヘルム・オェッヒェルホイザー9)，リヒャルト・ロェ
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－ジケ10)ヨハネス。シュハルト11)カール・フェルディナント・フォン

・シュトゥムーハルベルク12）の伝記類である。

　企業経営者たちの社会政策の構想は２つの極を動いていた。すなわち一

方でアルフレート・クルップとフォン・シュトゥムーハルベルクによって，

他方でエルンスト・アッベによって代表される構想がそれであった。

　クルップとシュトゥムーハルベルクは家父長的，反民主主義・権威主義

的，社会封建的企業経営者の代表格であった。彼らは一方では，従業員に

対する社会的な義務を認め，また大規模な社会的施設を設立した。［けれ

ども］他方では，封建・貴族的手法で厳格なヘルーイムーハウゼの立場を代

表し，規律と服従を要求し，経営の外においても自分たちの「家族」を意

のままにしたりその後見となったりする権利を有すると考えていたし，被

雇用者に経営内部での協議の権利を禁じたのみならず，政治的に自立しな

いようにしようとした。望ましい態度を身につけさせるために，彼らはた

とえば，馘といった脅しや圧力をかけて尻込みさせることはなかった。

［ただ］彼らは，労働者結社，労働組合，労働者政党の組織化を阻止しよ

うとしたのであった13）。

　これに対してエルンスト・アッベー当時先頭を切っていたｰは民主

的で，労使共同的な立場にあり，社会的法治国家の理念で充たされた社会

政策的構想を持つ代表者であった。労働者にも付与される自主的決定権，

人たるにふさわしい状況の保持，労働者の政治的活動の権利，経営内での

共同決定権，収益分配の権利，といったものは彼にとっては当然のことな

のであった。そうして彼が設立したのがツァイス財団であった14）。

b）教会の代表者およびキリスト教的社会改良主義者

　キリスト教会を代表する人物が社会問題に取り組み，社会改良的プログ

ラムを開拓していったということは，当然と思われる。第一に隣人愛の教

え，そして同様にキリスト教の思考の中心にあった正義という考えは，教
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会の社会的関与を促すことになった。第二に魂への配慮という任務から教

会は，産業革命がもたらす影響に，そして生活習慣，家族，風習，道徳，

信仰といった面に対して社会的困窮がもたらす作用に，取り組むことをア

ピールしていた。そして結局は，自身の存続をはかるために教会は社会政

策の活動をしたのであった。工業化とパラレルに進展していった反宗教的

な社会主義的な考え方，革命の展開の危険性，労働者と教会との間に生じ

てきた乖離，といったものが制度としての教会の存続を脅かすものだった

のである15)。

　とりわけ福音主義教会は国家教会であり，[その]見地と利害関係から

して国家を動かしてゆく階層と密接に結びついていた。｢現存する国家と

現存する社会に対するいかなる方面からのどんな攻撃でも，それは教会に

よって，教会自体への攻撃と受け止められるに違いなかった。実際に，

[19]世紀前半の神学者や政治家の大部分は国家と教会，社会と教会を，

運命の絆で結ばれているとみなしていた｣16)のである。啓蒙思想や自由主

義思想といった革命的な考え方に対して，1815年から1860年の王政復古

期における神学者や法律家らはキリスト教的に保守的な国家学説を唱導し

た。その説によれば，革命は，全くの悪であり，不信仰と不服従の表出で

あり，神との関係を絶つことであり，したがって罪である，それに対して

歴史とともに成長し庇護され，有機的に築き上げられてきた，そして神の

恩寵が授けられた君主に導かれる身分制国家は神の御心にかなっている，

というのであった17)。

　福音主義教会の代表的人物たちは，資産を有する者に対して自分たちの

社会的義務を果たすようにと訴え，教会の救済事業をつくりあげようと献

身してはいた一一例としてヨハン・ヒンリヒ・ヴィヒェルンをあげるこ

とができようｰけれども，教会の社会教説と結びつくことで社会状態を

先入観なしにとらえるという可能性，社会問題に対する療法として国家の

社会政策を求めるといった可能性は持ちあわせていなかった。
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　こうした位置づけは，福音主義教会の中で社会政策の面でおそらく最も

重要な人物にして，託児所，幼児保護施設，日曜学校，宿泊所，非行化し

た子供の施設，保護観察者協会，読書ホール，救貧団体，病院施設，養老

院，聾唖・盲目・精薄者のための施設[の運営]を含めて[称されてい

た]｢インネレ・ミッション｣の創始者であるヨハン・ヒンリヒ・ヴィヒ

ェルン(1808-1881)18)にもあてはまる。社会問題の主たる原因はキリス

ト教的なものからの乖離であるという意見に応えて，彼は人々の道徳上の

再生，すなわちキリスト者内への伝道活動によって，その解決を期したの

であった19)。

　教会の代表者ではないが，ヴィクトール・エメ・フーバー20)[(1800-

1869)]は，福音主義社会運動に向けて社会改良の必要性を説くことをと

おして社会政策へと踏み出したキリスト教的社会改良主義者であった

(Brakelmann 197 1，S. 150)。フーバーは，ヘルマン・シュルツェーデーリ

チュやフリードリヒ・ヴィルヘルム・ライファイセン[が唱える]よりは

るか以前の，すでに1849年に，労働者の経済状態の改善のための仕組み

として，そして社会的統合の手段として，協同組合的な自助の考えを喧伝

していた。 1865年に彼は，被雇用者の収益分配を主張した21)。[ただし]

彼は頑なに絶対的王制に固執していた。[したがって]政治的一民主主義的

労働運動を彼は受けつけなかった。

　カトリック教会の圏内で社会政策の展開に抜きん出た推進役となったの

は22)マインツの司教，ヴィルヘルム・エマヌエル・フォン・ケッテラー

(1811-1877)23)であった。彼は，ドイツのカトリック教徒の社会的覚醒者

として24)，そして多くのキリスト教社会団体の精神的父として認められて

いる(Weddigen 1957,S. 22)。1848年マインツにおけるドイツ・カトリ

ック会議の際の重要な演説，同年マインツ大聖堂でおこなわれた｢現在の

重大なる社会問題｣についての６つの説教，そして1864年に出版された

｢労働者問題とキリスト教｣，これらの中に彼の社会および社会政策のとら
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え方があらわれていた。労働者層を救い出す実際的手段としてケッテラー

が説き薦めていたのは，キリスト教に立脚する病院，救貧院，傷病者施設

［の設立］であった。彼はまた，賃上げ，収益分配，労働時間短縮，休日

の付与，教育義務のある児童の工場労働禁止，母親・少女の工場労働の撤

廃，を支持すると表明した。［さらに］彼は，生産協同組合，すなわち企

業運営において平等な権利を有する労働者によっていかなる時にも同程度

にその仕事の割り当てが提示される，そうした事業体の創設に，労働者層

がおかれた状態の改善の手段を見てとっていた。彼が強調したのは，労働

者の団結権と社会政策的介入に対して負う国家の義務，とりわけ労働者保

護立法の必要性，さらには補足性原理にもとづいた労働者の自助であった。

ケッテラーは中央党が帝国議会で主張した社会政策に大きな刺激を与える

ことになった。［18]80年代のドイツ社会政策立法は，とくに彼の門下で

あるゲオルク・フォン・ヘルトリング，フランツ・ヒッツエ，そして他の

中央党メンバーの強力な関与のもとで成果をあげていったのである(Bre-

dendieck, Wパ953,S.233０。カトリック社会教義の新たな定式化によっ

て，彼［＝ケッテラー］は全ヨーロッパにおける当時のカトリック社会運

動にとって重要な位置を占めることになった。とりわけ1891年に出され

たレオ13世による回勅「レールム・ノウァールム」の中にとり入れられ

た提案は，彼が提案していたものであった。この最初の社会回勅も含めて，

社会問題に対するローマ教皇庁の見解の多くが［その後］発表された。そ

れらの中では，ピオ11世「クアドラーゲーシモー・アンノー」（1931年），

ヨハネ23世「マーテル・エト・マギストラ」（1961年），パウロ６世「ポ

プロールム・プローグレッシオー」（1967年），ヨハネ・パウロ２世「ラ

ボーレム・エクセルケーンス」（1981年），「ソリキトゥードー・レイ・ソ

キアーリス」（1987年），「ケンテーシムス・アンヌス」（1991年）があげ

られる（ここにあげられた回勅については, Rauscher 1983参照）。［しか

し］ケッテラーでさえも国家の社会政策的重要性を見誤っていた。社会問
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題解決のためには，労働者が教会の救いをもって，自助をとおして現状か

ら解き放たれた状態へと至らしめる道しかないと主張していたのである。

［ケッテラーによれば］社会問題は「労働者の生計問題」(Schraepler1964,

S｡21）なのであり，労働者の状態はキリスト教からの離反の結果である，

というのであった25）。

　カトリック教会の重要な代表者として，助任司祭にして職人協会の創設

者であるアードルフ・コルピング（1813-1865）26）にふれないわけにはい

かないーコルピング一族のもとで職人協会は，若年で未婚の手工業職人

に施設を開放し，彼らに道徳的な支えを，そして職業的・個人的ないっそ

うの教養の機会を与えたとされるｰ。さらに，当初助任司祭であり，ド

イツのカトリック信者の最初の実践的一社会的組織「労働者福祉」連盟を

創設（1880年）したフランツ・ヒッツエ（1851-1921）27）は，のちにドイ

ツ帝国議会の中央党議員団のメンバーになり（1884－1921年），またミュ

ンスター大学のキリスト社会教説教授に就いたが，彼も多面的に社会政策

関係の活動を展開した。

ｃ）大学人

　社会問題が労働者問題という形をとって大衆問題としてはっきりとまだ

描き出されてはいなかった，すでに1835年と1837年に，カトリック教会

に立場の近いふたりの学者が，迫り来る社会問題について注意を喚起して

いた。フランツ・クサーファ・フォン・バーダーとフランツ・ヨーゼフ・

フォン・ブスである。

　フランツ・クサーファ・フォン・バーダー（1765-1841）28）は，1826年

より［ミュンヒエン大学］哲学教授であったが，彼がおし進めようとして

いたのは，司祭によって認められた選挙人をつうじて，身分制議会におけ

る代表権をプロレタリアに認めることであった。

　社会問題を，公開の場で真っ先に，具体的には1837年バーデン邦議会
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下院で，論じた社会改良主義者はフライブルク大学の法学者フランツ・∃

－ゼフ・ブス(1803-1878)29)であった。彼は貧しい境遇の出自でありな

がら1863年には貴族に叙せられている。彼が求めたのは，疾病や労働災

害に備えた雇い主拠出による救済金庫[の設立]，トラックシステムの禁

止，３ヵ月単位の解雇告知，児童労働時間の制限，一定の年齢に達するま

での児童労働の禁止，深夜労働および日曜・休日労働の禁止，成人の14

時間労働日，工場監察，事故防止規定，工場監督官の導入，労働者教育の

いっそうの改善，独自の労働一経済行政庁の設置，であった。ブスは，1848

年の第１回ドイツ・カトリック会議の議長を務め，聖職者たちに社会的行

動を呼びかけた。彼は，政治的立場が｢展望のない状況の｣工場労働者を，

工場主と機械の奴僕とみなしていたのであった。

　ここでは，きわめて重要な学者たち，たとえばヨハン・カール・ロード

ベルトゥスーヤゲツォウ(1805-1875)30)，ローレンツ・フォン・シュタイ

ン(1815-1890)31)，アルベルト・シェフレ(1831-1905)32)といった学者た

ちの社会診断とその療法の提案をとりあげることはできないが，彼らもま

た，学者としてそれらと深く，細かな点にまで，そして広範に関わり合い

を持ち，社会問題とその解決の方策に取り組んでいた。

　[さらに]国家的社会政策の重要なひとつの推進力となったは，1872年

に設立された｢社会政策学会｣であった。この設立にはいろいろな人物が

関係しているが，わけても，ルーヨ・ブレンターノ(1844-1931)33)，ヴィ

ルヘルム・ロッシャー(1817-1894)34)，グスタフ・シュモラー(1838-

1917)35)，グスタフ・フリードリヒ・フォン・シェーンベルク(1839-

1908)36)，アードルフ・ヴァーグナー(1835-1917)37)によって設立された

ものである。学会の提案と毎年の大会，アンケート調査と出版をとおして，

この学会はその後のドイツ社会政策に本質に関わる点で影響をおよぼして

いった38)。グスタフ・シュモラーは，たとえば，1874年に『プロイセン

年報』に掲載した彼の論文｢社会問題とプロイセン国家｣の中で，社会問
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題に対する議会指導者および政府関係者の考え方，有産者に利し無産者に

不利に作用するような政策，立法および行政に対する資本の影響力，を批

判した。彼が述べるには，「…社会的な将来の危機に対してはつぎのよう

な手段によってしか，その危険の矛先を鈍らせることができないであろう。

国王と官僚による体制，すなわち国家思想の最も有能な具現者，社会的階

級闘争の中で唯一中立の要素，が，自由主義的国家という思想を受容しつ

つ，議会主義が持つ最良の構成要因によって補われつつ，決然と確たる態

度をもって重大な社会改良立法のイニシアティブを握るということ，そし

て1～2世代にわたりこうした考えを揺らぐことなく保持するということ，

このような手段がそれである…］(Schraepler 1996, S. 70f.)。

　シュモラーによって国家思想の最も有能な代表と呼ばれた官僚たちがい

かなる社会政策の推進力を示したか，ということについてはすでにとりあ

げた。官吏・官僚と議員の多くは社会問題に対しては理解する立場に立っ

ていなかったし，社会改良をも拒否していた。にもかかわらず，一一般

には例外とされるが一時代の兆候を認識し，改革の提案を示していた何

人かの官吏・官僚がいたのである。

ｄ）宮吏・官僚および議員

　社会状態への先鋭な批判と先駆的提案をおこなった最初のプロイセンの

官吏は，一影響力はなかったにせよ一政府書記官であったルートヴィ

ヒ・ガル（1794-1863）39）であったといってよいであろう。すでに彼は1825

年，信用で資金調達された公共基盤投資による完全雇用政策の基本的な考

え方を公にしていた。また上級官僚の中にも功績をあげた社会改良家が見

いだされる。たとえば，文部大臣カール・フォン・アルテンシュタイン

（1770-1840）4o），同様にプロイセンの商務大臣アウグスト・フォン・デア

・ハイト（1801-1874）41）は児童保護立法［の成立］に，またのちに商工

業大臣になったハンス・ヘルマン・フォン・ベルレプシュ（1843-1926）42）
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は労働者保護に，それぞれ尽力した。ベルレプシュは，社会政策的な改良

をおしとどめておこうとする，有力企業家の抵抗に対して「社会改良協

会」をもって対抗したのであった。

　そうしてついに，オット・フォン・ビスマルク（1815-1898）43）とあま

たの障碍に向き合いながらも彼を支えてきた行政機構の一団の協力者に功

績が帰せられることになる。それは災害保険法，疾病保険法，廃疾・老齢

保険法をもって体系的な国家社会政策を導入したことであった。

　［ところで］なにゆえ体制側の階層の大部分，すなわち貴族，市民層，

官吏・官僚といった大部分が長期にわたって国家社会政策に抵抗をしてき

たかということについては，社会革命的な考え方が浸透してゆくことへの

恐怖が，社会改良への意欲と前向きな気持ちとを沈ませていた，というこ

とをとりあげる次の叙述で明らかにされるであろう。

２　社会革命主義者

　ドイツにおいて影響力を持つことになった社会革命的構想を展開した決

定的な人物は，カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスである。先

駆者にはドイツ初期社会主義の最重要の代表的人物ヴィルヘルム・ヴァイ

トリング（1808-1871）44）とモーゼス・ヘス（1812-1875）45）がいた。

　フリードリヒ・エンゲルス（1820-1895）46），彼は前世紀［19世紀］の労

働者階級の状態を印象深く描写して著作にまとめており47)彼とカール・

マルクス（1818-1883）48）は科学的社会主義を打ち立て，階級意識を有す

るプロレタリアートのアジテーターにしてオーガナイザーになった

が，1848年の『共産党宣言』の中にすでに含まれていたイデオロギーに

よって社会の，そして社会政策の展開に大きな影響をおよはした。

　［共産党］宣言は社会の転覆を説くものであった。「現在の社会の最下層

であるプロレタリアートが起きあがり，立ち上がると，公的な社会を築き

上げている諸階層の全上部構造は必ず空中に吹き飛ばされる。」「共産主義
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者の当面の目的はすべての他のプロレタリア諸政党の目的と同じである。

すなわち，プロレタリアートを階級へと形成すること，ブルジョワ支配を

打ち倒すこと，プロレタリアートが政治的権力を獲得すること，これであ

る。」したがって，『共産党宣言』の冒頭の「幽霊がヨーロッパを徘徊して

いる一共産主義という幽霊が」という句は，土地所有者，企業家，貴族，

市民，教会に対する中身のない脅しではなかった。マルクス主義的で革命

的な労働運動の核心は，マルクスのイデオロギーにあるものを引き継いだ

形での集団化においてであれ，あるいはそうした可能性があると思われる

程度の集団化においてであれ，あらゆる集団化において見いだされたので

ある。

　『共産党宣言』の中でマルクスは，ブルジョワ的所有の廃止を予言した

のみならず，ドイツが革命の中心点になるであろうということも予想して

いた。「共産主義者はかれらの主たる関心をドイツにはらっている。とい

うのはドイツは，市民的革命の前夜にあるからである…。共産主義者は，

自分の見解や意図を隠しだてすることなど考えていない。共産主義者が公

然と宣言することは，自分たちの目的はすべてのこれまでの社会秩序の暴

力的な転覆をとおして達成されるしかない，ということである。共産主義

革命の前に支配的諸階級は震え上がるがよい。プロレタリアは革命におい

て自分の鎖以外失うものは何もない。彼らが獲得すべきものはひとつの世

界なのである。」＊＊

　この革命的イデオロギーの中には，ドイツにおいて長い間，あらゆる労

＊＊　（訳者注）

　　　以上の『共産党宣言』からのそれぞれの引用部分はっぎの全集版をも併せて

　　参照。なお，邦訳は多数あるがここでは岩波文庫版（大内兵衛・向坂逸郎訳

　　『共産党宣言』岩波文庫，1971年改訳版）の該当ページをあげておく。ただし

　　訳文はこれにしたがうものではない。 Karl Marx, FriedrichEngels, Manifest der

　　Kommunistischen Partei,in:Institutfur Marxismus-Lenismus beim ZK der SED,

　　Karl Marx －FriedrichEngels Werke, Bd. 4, Berlin 1959, S,473（邦訳54頁），

　　S.474（邦訳57頁），S.461（邦訳37頁），S.493（邦訳87頁）｡
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働運動への抑圧がなされてきたこと，さらには社会民主主義政党が社会主

義者鎮圧法（この点については，本書S.52f。本邦訳157頁以下参照）に

よって取り締まられたこと，労働者の政治的成熟が長期にわたって阻害さ

れてきたこと，といった主だった理由があることは確かである。けれども

労働運動がまさに社会政策立法の決定的な推進力にもなった。

　　　第２節　社会運動

１　概　観49）

　前世紀［＝19世紀］後半における社会および社会政策の展開の決定的

な推進力になったのは労働者運動であった。それはつぎの２つの流れから

成っていた。

1.政治的一体制連関的労働者運動。その最大組織になったのはドイツ社

会民主党［以下，社会民主党と記］であった。政治的-体制連関的労働者

運動が第一に目標としたのは，政治的諸権利と政治参加の機会を獲得する

ことであった。

2.労働組合さらには生産一消費協同組合にいたるまでの労働者の協同的-

連帯的連携。協同的一連帯的連携が第一に目標としたのは，参加成員の経

済的状態を改善することであった。

　社会主義運動の組織-［具体的には］ドイツ社会民主労働者党や社会

主義的で，名称に「フライ(frei)」を冠した労働組合［＝いわゆる「自由

労働組合」］-には純粋な労働者運動がいくっもあった一方で，社会政

策の展開の他の推進力には労働者運動にとどまらないものもあった。とり

わけ，キリスト教労働者協会やキリスト教労働組合を生み出したキリスト

教的社会運動は，他の社会的諸団体，すなわち，官吏・官僚，独立した中

間身分層，さらには篤い信仰をもつ雇い主，教会，といった社会諸団体の

ところにもあったような組織的で財政的な後ろ盾が存在していた。自由主
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義的社会運動-とくに思い浮かぶのは，フリードリヒ・ナウマンによっ

て創設された国民社会運動と社会改良協会なのであるがｰは農業および

工業の協同組合運動と同様に労働運動とはいえなかったけれども，社会政

策の展開には注目に値する貢献をした。

２　社会主義的，キリスト教的，自由主義的運動と諸政党

　1848年までドイツ連邦においては政治的結社の結成や団結が禁止され

ていたので，この時期までドイツの地においては政治的労働者運動は発展

しなかった。［18]30年代以降，一部は自由主義的な進歩的サークルの影

響のもとで，あるいは一部は職人や労働者に主導されて生まれた労働者協

会たる，カトリック職人協会や福音主義労働者協会は，教育の継承，連帯

的な自助，集会の準備運営の活動をしていた。それらは一部では労働者政

党や労働組合の先駆となった5o）。

　地域ごとの労働者協会を「全ドイツ労働者友愛協会」に糾合することに

よって独自な政治的労働者運動の主導権を握ろうとする最初の試みが，シ

ュテファン・ボルン（1824-1898）によって1848年になされたが，それは

失敗に帰した。「労働者友愛協会」は1854年にドイツ連邦法により禁止さ

れたのである。非政治的で宗教色を持つ労働者協会しか存在することがで

きなくなった。

　はじめて労働者政党創設への途が拘束を受けなくなったのは，1861年

にザクセンで，そして1869年北ドイツ連邦営業条令で［ともに]団結禁

止が撤廃されたのを機とする。

ａ）ドイツ社会主義労働者党

　1875年に結成された社会主義労働者党は，この時点以降19世紀では唯

一のドイツの労働者政党であった。同党はフェルディナント・ラサール

（1825-1864）の指導のもとで1863年に創設された「全ドイツ労働者協会」。

　　　　　　　　　　　　　　－156 －



そして1869年にアウグスト・ベーベル（1840-1913）およびヴィルヘル

ム・リープクネヒト（1826-1900）によって創設された「社会民主主義労

働者党」にまでさかのぼる51）。［1875年の］いわゆるゴータ綱領が目指し

ていたのは，啓蒙活動と議会での多数獲得とによってブルジョア民主主義

の手法を用い，国家と社会を民主化することであった。それはしたがって

革命的－マルクス主義的なものではなかった。ふたつのドイツ労働者結社

もその合同組織も，ともにマルクス，エングルスのいずれの協力もほとん

どないままできあがったのである(Grebing 1981, S. 65）。

　［社会民主党の］党勢が強くなった結果-1877年の帝国議会選挙では

得票数にしておおよそ50万票，12議席を獲得したｰ一一，ビスマルクは，

「社会民主主義による公安を害する行為を阻止する法律」［＝いわゆる「社

会主義者鎮圧法」］によって同党の進出にブレーキをかけねばならないと

主張した。 1878年の帝国議会で成立し，さらに有効期限が延長されたこ

の法律は，1890年まで放行された。

　「［社会主義者鎮圧］法，とりわけその適用は，公共の安全を脅威にさら

すような無法行為の抑圧，と規定された目的をはるかに超えた対象に向け

られていた。いとも簡単に，独立的なすべての労働者組織が，政治的な組

織も経済的な組織も，解散に追い込まれ，出版は弾圧され，もっとも極端

な場合には集会の権利も制限された。小規模でも人が集まるようなことが

あるとわかると，団体の指導的人物は国外追放処分にされたが，ときとし

てそれは苛烈をきわめた」(Herkner 1922, Bd. 2, S. 365)。同法の施行期

間におおよそ1,500人が軽懲役刑もしくは重懲役刑に処され, 900人が国

外追放処分を，また多くが亡命を余儀なくされたとされている。［また］

155の定期刊行物と1200の非定期刊行物の出版が阻止された(Herkner

1922, Bd. 2, S. 366)。

　社会主義者鎮圧法は社会主義者の間に失望感を呼び起こさないわけには

いかなかったし，その失望感からはーベーベルみずからが言ったように
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-「憎しみと憤りに充たされた国家の敵対者」が成長していった(Gre-

bing 1981, S.91）。社会主義者鎮圧法に与えられた課題は果たされるこ

とがなかったのである。表４が示しているのは，労働者政党の得票の増加

が1878年と1881年の選挙のときしか鈍らなかったということである。付

言すれば，得票率と議席獲得率の比較は，いずれの選挙期においても議席

獲得率が得票率をｰある場合は著しく一下回っていた。こうした社会

民主党の不利益は一他面ではドイツ保守党や中央党が恩恵を受けたのだ

が一選挙権［拡大］の結果でもありまた人口増加と都市化とに結びつい

た選挙区［改正］の結果もたらされたものであった（この点については，

Vogel/Nohlen/Schltze 197 1 参照）。

表４　ドイツ帝国議会における社会民主党の得票数および議員数－1871-1912年一

a）ノビリングによる皇帝狙撃事件のあと帝国議会が解散されたことによる。解散は新たに

　選出される議会が社会民主主義に対する例外法を採択するであろうという期待をもってな

　されたものである。それは，帝国政府の最初の［例外法の］提案が，251票対57票という

　結果であったために否決されたあとのことである。

b）選挙期が３年から５年に延長された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料出所:ｖogel/Ｎｏｈｌｅｎ/Schltｚe1971，S.290汀｡
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　得票獲得率と議席獲得率の格差がもたらしたもの，それはすでに1890

年には一得票数から推し量って一社会民主党が最大政党になっていた

にもかかわらず，帝国議会で最大会派になったのはようやく1912年であ

ったということである。

　［社会民主］党は，1914年まで自分たちの伸張する議会での力を十分に

利用してきたわけではなかった一党がおそれたのは，「『妥協すること』

によって『原則的な立脚点』を希薄にしてしまうこと」(Grebing 1981,

S. 105）であったが，1912年にはじめて，連立の結成によって党の議会-

政治の場での孤立主義を打ち破ったｰ。にもかかわらず党は，その存在

と成長とによってのみ，［事態の］展開を推し進める力へと成長していっ

た。ビスマルク自身，労働者政党の政治的意義を認めて，1884年11月26

日に帝国議会においてつぎのように述べていた。「…もし社会民主主義が

なければ，そして多くの人びとが社会民主主義を恐れないとすれば，われ

われがこれまで，おおよそ社会改良においておこなってきたほどの進展は

いまだになかったでありましょう。心の貧しい人びとに対して心を砕くこ

とがないというまさにそのことと関連する，社会民主主義への恐怖心は，

［その進展にとって］まことに大きな要因であります」(Herkner 1922, Bd.

2, S. 107）。

　社会民主党は政治勢力として，帝国においてのみならず邦議会において

も成果をあげていった(Grebing 198 1,S. 105）-ただし，プロイセンは

例外であって，1919年までいわゆる三級選挙法52）が実施されていた。三

級選挙法は，社会経済的な力が政治的な力に直接にかわるように作用し，

とりわけ土地所有者に議会の代表以上のものを確保することになった貨幣

（納税額）にもとづいた選挙法の原型なのであったｰ。

　社会民主主義的な労働者党の議員数の伸張，それは社会構造の変化が議

会に作用したものであったが，それは一社会構造の変化と結びついて，

他の政党の指導的人物にもまた作用した53）一社会政策立法の多方面で
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　　　　　　　　　　　　ドイツ社会政策史(Ⅱ)

の結果となってあらわれたのである。

ｂ)キリスト教社会運動54)と中央党

　　　ba)カトリック社会運動と中央党

　カトリック社会運動はその決定的な精神的特質をつぎのような人物が培

ってきた。ケッテラー，フランツ・ブランツ[(1834-1914)]，フランツ・

ヒッツエ55)ルートヅィヒ・ヴィントホルスト(1812-1891)56)，ゲオルグ

・フォン・ヘルトリング(1843-1919)57)。カトリック社会運動から派生し

たのは，コルピング職人協会，キリスト教労働者協会，キリスト教労働組

合にの点については，本書S. 59,本邦訳165頁以下参照)，中央党，｢カ

トリック・ドイツ人協会｣，慈善協会にの点については本書S. 424参照)，

であった。

　[カトリック］労働者協会は一職人協会と類似して一労働組合的な

任務も政治的な任務も負うものではなく，会員を宗教的に世話し，そして

一以前のヒエラルヒー的一家父長的カトリック社会教説58)の秩序観念に

即してｰ｢階級から身分へ｣という内容を教育していたとされている。

聖職者に指導されていた協会の主要な任務は，社会主義という思想に対し

てメンバーが抵抗力をつけることであり，そして，それどころか協会にと

ってみればキリスト教に対する闘いを言い放ってきた社会主義を克服する

ことなのであった。

　中央党59)にに874年から1912年の間に議席獲得率を22.9パーセントか

ら26.7パーセントに伸ばしたが，同党は注目に値する社会政策的な活動

を展開したにの点についてはBeckel 1965, S. 9 ff｡およびE. Ritter1954,

S. 109 ff.参照)。[ここで]ふれておくべきは，中央党が社会主義者鎮圧

法を拒んだことである(E. Ritter1954, S. 116)。
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　　　bb）福音主義社会通勤

　福音主義社会運動の重要な担い手は，ヨハン・ヒンリヒ・ヴィヒェルン，

ヴィクトール・エメ・フーバー，ルードルフ・トート（1839-1887），アー

ドルフ・シュテッカー（1835-1909）であった6o）。福音主義社会運動の成

果は，インネレ・ミッションにれについては，本書S. 46,本邦訳147

頁以下参照），福音主義労働者協会，「福音社会会議」にあらわれた。

　ハインリヒ・ヘルクナーは，福音社会主義運動の大きな成果のひとつを，

ドイツの保守的なグループにビスマルクの改革を受け入れさせた点に見て

いる(Herkner 1922, Bd. 2, S. Ill)。［けれども,］現存する社会秩序の原

理に立って社会改良を目指し，労働者の固有な政治的利益代表を拒み，皇

帝と帝国に対して忠誠を求め，雇い主と彼雇用者との間の親密な関係を培

うことを旗印とし，そしてそれ以上に，労働者と手工業者へのカトリック

と社会民主主義の影響を遮るよう主張してきた運動は，労働者の共鳴を得

ることはそれはどなかったのであった。

　さらに労働者の間に賛同を得ることがなかったのは，皇帝ヴィルヘルム

１世の主宮付説教師アードルフ・シュテッカーによって1878年に結成さ

れた「キリスト社会労働者党」61）であった。［ただ］それより成果があがっ

たのは，シュテッカーが1890年に設立した「福音社会会議」であった。

同会議は1890年から1941年までの会合において，主要で解決に急を要す

る社会政策的諸問題について討議したが，神学者，経済学者，法律家，社

会学者，社会政策家らの間で議論が交わされる討論の場となり，またそこ

では重要な社会政策的提案がなされたのである62）。

ｃ）自由主義的社会運勤

　学問上イギリスではジョン・スチュアート・ミル［（1806-1873）］によっ

て，ドイツでは社会政策学会の多くの会員，例をあげればルーヨ・ブレン

ターノ，ヴィルヘルム・レクシス［（1837-1914）］，カール・ビュヒャー
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[(1847-1930)]，グスタフ・シュモラーによって代表される社会自由主義

では，第一次大戦前までのドイツにおいては，政治的にもっともきわだっ

た代表者としてフリードリヒ・ナウマン(1860-1919)があげられる63)。

彼は一貫して労働者の利益を擁護した。彼が気づいていたことは，労働者

は社会的労苦の対象であろうとしているのではなく，行為する主体たらん

としているということ，そして教会とキリスト教世界は社会問題解決のた

めの決定的な貢献をしようとすればできるのだという確信を喪失している

ということ，であった。マックス・ヴェーバーの影響を受けながら，ナウ

マンはつぎのような見解をとるにいたった。すなわち，外に向かう国民の

力は社会改良の前提である，と。工業化そして皇帝を中心とする体制によ

って主導された権力政治は社会改良が伴うものである，という主張だった

のである。ナウマンいわく，｢われわれが必要としているのはある種の社

会主義なのであるが，それはつぎのようなことによって統治能力があるの

だとはっきりわかるような社会主義なのである。つまり，その社会主義が

祖国に強力な軍隊と巨大な艦隊を実現することによって，である｣

(Herkner 1922, Bd. 2, S. 185)。｢内政を動かしてゆこうと意欲する者はだ

れでも，まず国民，祖国，国境を安全にせねばならないし，国民の力に配

慮を行き届かせねばならない｣｢Brakelmann 197 1, S」84)。

　ナウマンによって1896年に創設された国民社会協会は，1903年の帝国

議会選挙ではわずかに１議席しか獲得できず，それを機に政党は解散し

｢自由主義連合｣に合流した。

　社会的発展の推進力としてはより小さな意義しか持たなかったにもかか

わらず，社会自由主義的な土地改革者たちのグループは，自由主義社会運

勤の要素としてふれられてよいであろう。というのもそのグループは，幅

広い諸階層の無産の状態と土地の不平等な分割という，プロレタリアート

の重大な構造的特徴の問題そして社会的公正の中心に位置する問題に関心

を集中させていたからある。
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　フランツ・オッペンハイマー（1864-1943）は分配に関する彼の階級独

占理論の中で，土地独占の分配政策の意義を提起していたが64)それに対

してアードルフ・ダマシュケ（1865-1935）は「ドイツ土地改良連盟」を

再興することによって，そして，住宅状態の改善・ゲマインデの土地所有

の維持と拡張・地価上昇への課税の導入・建築諸規制の合目的形成・計画

的な開拓を擁護することによって，ドイツ土地改良運動の指導的人物にな

っていったにの点についてはA. Damaschke, Die Bodenreform, Jena

1900参照）。

３　労働組合65）

　労働者政党とならんで，自由労働組合とキリスト教労働組合が労働運動

の第ニの重要な要素になり，また［社会政策の］展開の少なからぬ実効あ

る推進力になった。

　労働組合はゲッツ・ブリーフスによってつぎのような的を射た定義がな

されている。それによれば労働組合とは，「自由で，その意図からすれば

持続性のある，内部の関係においては連帯的な，外に対してはカルテル的

な利益結合体であり，［組合という］白立した社会集団に収入が帰属する

ようした利益結合体」というものである(Briefs 1968, S. 545)。

　ドイツでは，世界観が相違する４つの労働組合のグループ化か生じた。

社会主義的あるいは自由労働組合，キリスト教労働組合，ヒルシュードゥ

ンカー労働組合，そしていわゆる「黄色」組合，がそれである。

　労働組合が現れる条件は，ドイツ帝国においては労働者政党ほど有利な

状況ではなかった。 1869年までほとんどすべてのドイツ領邦では，労働

協約締結にあたってひとつにまとまって優位に立つことを目的とした労働

者の取り決めは，重自由刑［＝自由剥奪の刑］の脅威にさらされることに

なった。 1861年にザクセンで，1867年に北ドイツ連邦で，1872年には帝

国法令となった1869年の営業条令で，団結禁止が撤廃され66)そして団
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結の自由をなかば承認することが立法化されて67)ようやくはじめて，労

働組合が誕生する法的諸前提が生み出されたのであった68)。

　社会主義者鎮圧法69)施行の間(1878－1890年)も労働組合は，支部の

結成をすすめたり，労働問題への議論を制限したりすることによって，み

ずからを維持してきた(Bechtel1956,S. 314)。労働組合は，団結の自由

という権利が保証されていたにもかかわらず，さらに組合の承認をめぐっ

て闘わねばならなかった7o)時期を経て，ヴァイマル共和国の成立による

帝政の崩壊が，労働組合の承認をもたらすことになった。:1918年に締結

された雇い主だちと労働組合との間の協定において71)労働組合は雇い主

側から｢職業にもとづく労働者の代表｣として，そして労働協約の当事者

として認められたのである。労働者の合法的代表としての承認，そして国

家および経済におけるその地位を確固たるものにしたのは，ヴァイマル憲

法第159条および165条，1918年12月23日の労働協約令，同日の仲裁

令，1920年２月４日の経営協議会法によってであった。

　労働組合の成員数の伸張は表５のとおりである。

　社会主義的労働組合は一綱領上はーマルクス主義的一階級闘争的な

考えを持ち，同時に社会民主主義労働若党同様のイデオロギー的基盤があ

ったのであるが，それにかかわらず労働組合は自分たちの独立性をとくに

意識的に心がけて，政党からのいかなる干渉も拒絶し，階級闘争思考に固

執することよりも，協約当事者としての完全な承認の達成をより高く評価

していた(Furtwangler1956,S. 35およびBechtel 1956, S. 314)。

　キリスト教労働組合は反社会主義的団体としてみずからを位置づけてい

た。階級闘争思考は受け入れられず，雇い主と労働者とのパートナーシャ

フトが強調され，ストライキは[両者の]対立の最終的手段としてのみ発

動される，としていたのである。その反社会主義的な考え方にもかかわら

ずキリスト教労働組合は，自由労働組合と同じく企業家から頑なに拒絶さ

れていた(Bechtel1956,S. 315)。
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表５　労働組合員数の変化

　キリスト教労働組合が重視していたのは中央党との密接な関係であった。

［他方］カトリック教会に対する同労働組合の関係は，1931年の回勅「ク

アドラーゲーシモー・アンノー」によって最終的に教会から労働組合が認

められるまでは緊張をはらみ，多様な争点を合むものであった。

　質的にも量的にも，自由労働組合やキリスト教労働組合はまったく異な

る役割を果たしてきたのは自由主義的労働組合であったが，それに合まれ

るのは，ヒルシュードゥンカー労働組合と「黄色」組合であった。ヒルシ

ュードゥンカー労働組合はストライキを放棄し，資本と労働の利害を調和

させようとしていた。そして労働者の生活維持が徐々に平和的に改善され

るようにしようとしていた。黄色あるいは経済平和的労働組合は雇主と一

致協力して創設された，経営に拘束された形での連合組合であった。その

意義はヒルシュ一ドゥンカー労働組合のそれよりはるかに少なかった。

　社会主義的労働組合，キリスト教労働組合は，つぎの３つの点で社会的。
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社会政策的展開を推進する力として作用した。

1.組織的成果と統合的成果という点。この点は，精神的そして政治的に

方向性も指導性もないプロレタリアートに対して，連帯･自助・関係形成・

そして経済一社会政策的意志の実現，そうしたものに向けて原則を作り出

したことである。

2.多くの自助的仕組みがあった点。それは最終的に社会的・政治的に安

定して働き，国家の社会政策の原型になった72）。

3.労働市場政策と一般の政策における活動。労働市場の面で最も意義深

い労働組合の成果は，労働協約当事者としての承認を得たことであり，そ

れと同時に，集団的労働協約権によって個人の労働契約権の不足分を充た

し，しっかりと補完するということにの点については本書S. 194汀｡参

照），さらには労働市場［の構造］を転換させることにあったにの点に

ついては本書S. 181f.参照）。

４　協同組合73）

　連帯にもとづいた自助の重要な組織で社会運動の有効な一翼をになった

ものに，現代的な協同組合もあげられる。それはドイツでは，前世紀［＝

19世紀］半ばごろにあらわれ，その世紀後半に広がっていった。とりわ

け消費協同組合-それに比して生産協同組合や住宅建設協同組合は少な

かったがｰは，政治的組織形態や労働組合的な組織形態とならんで無産

労働者大衆組織の第三の形態となっていった。けれども消費協同組合は，

労働者にとっての連帯的な自助組織であったのみならず，工業および農業

の商品一信用協同組合という形をとりつつ，資本主義的競争や工業的生産

方法と構造変動によって影響を受ける手工業者，商業者，農家の経済的状

態を改善するための手段でもあった。

　ドイツでは商工業分野の協同組合および信用組合の創設者としてヘルマ

ン・シュルツェーデーリチュ（1808-1883）74）が，またフリードリヒ・ヴィ
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ルヘルム・ライファイセン（1818-1888）75），ヴィクトール・エメ・フー

バー（彼については，本書S. 46,本邦訳148頁参照），他の多くの人物が

協同組合運動の担い手になった。

　協同組合は，白由意志で組織されたオープンな人的結合体と定義される

が，それは平等という原則76）と連帯的な自助という原則にもとづいた協働

であって，組合員をとくに経済的に支援するという目的を，共同経営の機

構や経営体をとおして，追求する人的結合体である。この目的，すなわち，

経済的に依存状態におかれていたり窮迫していたりする階層の経済的・社

会的状態を現存の経済一社会立法の枠内で改善するという目的は，国家社

会政策によって追求される目標でもあるがゆえに，協同組合は社会政策の

活動体なのである。

　第一線に労働者が参画する消費協同組合が誕生したのは，ようやく前世

紀［＝19世紀］の80年代であった。 1903年にはハンブルク・ドイツ消費

者組合中央連盟に1,597の支部と57万３干人の組合員を持つ666の協同

組合が集結した。 1928年には同連盟は9,605の支部と287万人の組合員

を持つ1,024の協同組合となっていた。さらには，ケルン・ドイツ消費者

組合全国連盟に結集していた276の協同組合が, 2,212の支部と79万人

の組合員をもってそれに加わることになった(Albrecht 1955, S. 53f.)。

　消費協同組合の目標は当時，つぎのようなものであった。すなわち

ａ）大量購入による安価な品揃えによって労働者の実質的収入を高めるこ

と，b）質の点，価格の点から満足できないようなさまざまな商品供給か

ら労働者を守ること，ｃ）現金支払いという原則をきちんと維持すること

で金銭家計簿をつけるよう組合員を教育すること，d）労働者の不払いの

結果，貸付金で購入せねばならなくなって高い利子が要求されることにな

るが，そうした商売人から労働者が金を取られることのないようにするこ

と，である77）。

　生産協同組合はドイツにおいてはほとんど意義を持ちえなかった。とい
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うのは，「内部の」対立が克服できなかったためである。生産協同組合は，

労働者と企業家が人的に一体化して労働力となっている協同組合である。

一方では資本出資者と企業家として，他方で労働力としての組合員のこの

自己規定に，こうした型の協同組合の主たる本質的弱点があったのであ

る78）。

　生産協同組合としてより多くの成果をあげて展開したのは，70年代に

誕生した労働者一住宅協同組合であった。それが目標としていたのは，悲

惨な住宅状況にの点については，本書S. 22f.,本邦訳（Ｉ），（本誌第

161号) 152頁以下参照）を緩和することであった。労働者による協同組

合事業への参画の支援をとおして，住宅協同組合が，協同組合の所有のま

ま，有利な家賃で組合員に斡旋できる家屋を建設するようにしたのである。

建設協同組合の成果は，1889年の老齢一廃疾保険法の成立後，老齢一廃疾

保険が協同組合の住宅建設にあてられることが可能となり，そして実際に

あてられたことによって促進されたのであった。とりわけ1890年に60を

数えた住宅協同組合は1900年になると361に，そして1908年には764に

増加したのであった。
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